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令和６年

◆ 令和６年常滑市二十歳のつどい 【１部制】 ◆

　「二十歳のつどい」 は二十歳を迎える皆さんが実行

委員会を運営していることをご存知ですか。

　今回、 会場を 「フライト ・ オブ ・ ドリームズ」 に変更

して開催します。 実行委員になって、 一生に一度しか

ない二十歳のつどいを自分たちの手で企画し、 楽しい

思い出と仲間づくりをしてみませんか。

※実行委員会は平日夜に８回程度開催予定

「令和６年二十歳のつどい」 の参加者

（平成１５年４月２日～平成１６年４月１日に生まれた人）

７月３０日（日）

生涯学習スポーツ課

☎ 43-5111、 ＦＡＸ 43-8011

対   象

申 込 期 限

申込み ・ 問合せ

常滑市　　　　　　応援金給付事業

　妊娠を望む夫婦を応援するために、 ７月から新たな給付事業を開始します。

　詳細は市ホームページ、 または保健センターに問い合わせてください。

・ 治療を受けた期間および申請日において、 常滑市に夫婦双方または一方が住民登録

　している人　（事実婚を含む）

・ 不妊治療を実施している人※医師の証明を受けることが必要

・ 同期間の治療に対して、 他の地方公共団体から同種の助成金を受けていない人

令和５年３月１日以降に実施を開始した

以下の治療

①一般不妊治療

（不妊検査、タイミング法、人工授精など）

②特定不妊治療 （体外受精、

顕微授精、男性不妊手術など）

①一般不妊治療

　 １回の治療につき５万円

　 （１年度につき１回、 通算５年度まで）

②特定不妊治療

　 １回の治療につき５万円

 　（１年度につき６回まで）

【申請方法】 必要書類を保健センターに提出

以下の治療

①一般不妊治療

（不妊検査、タイミング法、人工授精など）

妊
活常滑市　　　　　　応援金給付事業

対象者 （次の全てに該当する人）

対象となる検査 ・ 治療 給付額

【問合せ】 健康推進課（保健センター内）　 ☎ 34-7000、 FAX34-9470

【日時】　令和６年１月７日（日）11:00 ～ （10:00 受付開始）

【場所】 中部国際空港内 フライト ・ オブ ・ ドリームズ

◀申込みは

　 こちらから

　 中部国際空港株式会社提供

『二十歳のつどい』実行委員募集
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7月２４日（月）　

※レース開催日に本人が書類を持参してください。
申込期限

職種 勤務内容 試験日 試験内容

技能職

整備員

モーター、ボート、

競走水面設備などの

整備・管理に関する業務
８月20日（日）

面接試験

従事員 舟券発売・払戻業務など 筆記試験・面接試験

※勤務条件など詳細はホームページを確認してください。

令和５年１０月採用

モーターボート競走事業会計年度任用職員募集

申込み ・

問合せ

（技能職 ・ 整備員） ボートレース事業局経営企画課

（従事員） ボートレース事業局開催運営課

☎３５-5211、 ＦＡＸ 35-5215

　電力 ・ ガス ・ 食料品などの価格高騰による負担増

を踏まえ、 特に家計への影響が大きい低所得世帯

に対し、 電力 ・ ガス ・ 食料品等価格高騰生活支援

給付金を支給します。

対象

①住民税非課税世帯

　 令和５年６月１日に市内に居住する令和５年度分の

　 住民税均等割が非課税である世帯

 　※対象世帯に対して確認書類を発送するため、　

　　　申請は不要ですが、 確認書の返送は必要です。

②家計急変世帯

　 令和５年１月から８月までの間に、 予期せず家計が

　 急変し、 申請により、 ①と同様の事情にあると認

　 められる世帯

給付額　１世帯あたり 30,000 円

申請方法　福祉課に申請書と必要書類を提出

申請書配布場所

　 福祉課、 とこなめ市民交流センター

申請期限　８月１日（火）～１０月１０日（火）

問合せ　常滑市臨時特別給付金コールセンター

　　　　　 ☎ 47-6154（平日８:30～17:15）

電力 ・ ガス ・ 食料品等

価格高騰生活支援給付金

 　食費などの価格高騰に直面し、 影響を特に受ける

低所得の子育て世帯に対し、 その実情を踏まえた生

活の支援を行うため、 子育て世帯生活支援特別給

付金を支給します。

対象

①令和４年度中に実施した子育て世帯生活支援特別

　 給付金（前回の給付金）の支給対象者であった人

②対象児童の養育者であって令和５年１月１日以降の

 　収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった人

給付額

　児童１人あたり 50,000 円

申請期限　 

　令和６年２月２９日（木）

※①の場合は申請不要です。

※ひとり親世帯の人に関する給付金も実施していま

　 す。

詳細は、 市ホームページを確認してください。

問合せ　子育て支援課

　　　　　 ☎ 47- ６１５０、 FAX35-7879

子育て世帯生活支援特別給付金

（その他世帯分）

　「今どこ？」 「いつ来る？」 バス

ロケーションシステムでコミュニ

ティバスグルーンがより便利にな

ります。 詳細は市ホームページ

を確認してください。 　

問合せ

　 市民協働課

　 ☎４７-6108、

　 ＦＡＸ 35-3939
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常滑焼の振興と持続的な発展のため、 販路拡大を

支援する制度です。 ぜひご利用ください。

対象

　 市内で常滑焼を製造または販売している事業者

補助額

　 展示会や商談会への出店など対象経費のうち、

・ 国内事業 ： ３分の１（３０万円以内）

・ 海外事業 ： ３分の１（５０万円以内）

申込期間 ・ 実施期間

　 ～令和６年３月３１日（日）※予算がなくなり次第終了

備考

・原則として、事業実施の1カ月前までに事務局に申請

　してください。

・申込期間中、補助を受けられるのは1事業者につき

　1回までとなります。

・募集要項や様式など、詳細は市ホーム　 　

　ページを確認してください。

申込み ・ 問合せ　

　 常滑焼総合販売戦略サポート事業委員会　

　 （事務局 ： 常滑陶磁器卸商業協同組合）

 （陶磁器会館２階）☎ 35-2455、 FAX ３５-2911

「常滑焼総合販売戦略サポート事業」

申請受付中

受付状況
情報公開

条例

個人情報

保護条例

請求件数 41 件 4 件

請求者の内訳

（　）は市内分

団体等 23（4） 0（0）

個人 18（8） 4（3）

決定の内訳

全部開示 20 2

部分開示 16 1

不開示 0 0

文書不存在 5 1

請求内容の

内訳

契約 5 0

保険 9 0

水道 1 0

工事・開発 9 0

税 7 0

学校 1 0

指定管理 1 0

消防 2 0

その他 6 4

審査請求 2 0

問合せ　総務課☎ 47-6101、 FAX35-4567

令和４年度公文書の開示など

の状況について

住民団体などが行うまちづくり事業を支援 ・ 援助

することで、 活力とうるおいのあるまちづくりを推進

し、 地域の発展を図る制度です。

　希望する団体は、 計画書を提出してください。

対象

　本市を市内外に広くＰＲする事業、 地域振興 ・ ま

ちづくりのモデル事業、 伝統的地域文化の保存事業

※事業に関する経費

補助額

・ 新規事業 ： ２分の１（５０万円以内）

・ 継続事業 ： ３分の１（３０万円以内）　

申込期間　７月１日（土）～ 28 日（金）

実施期間

　９月１日（金）～令和６年３月３１日（日）

まちづくり事業費補助事業審査会

　８月５日（土）９:00 ～

※必ず審査会に参加してください。

※詳細は市ホームページを確認してください。

申込み ・ 問合せ

　 市民協働課

　 ☎ 47-6108、 ＦＡＸ 35-3939

まちづくりに挑戦しませんか

【制度のご案内】

特定小型原動機付自転車用の課税標識

(ナンバープレート) を交付します

　特定小型原動機付自転車（電動キックボード）用の

課税標識を令和５年７月１日（土）から交付します。

　７月１日より前に原動機付自転車として課税標識の

交付を受けている車両のうち、 特定小型原動機付自

転車の定義をすべて満たす場合は無償で課税標識

を交換することができますので、 税務課で手続きを

行ってください。 なお、 引き続き原動機付自転車用

課税標識を使用することも可能です。

《特定小型原動機付自転車の定義》

　原動機付自転車のうち、 外部電源により供給され

る電気を動力源とするものであって、 次の３点をす

べて満たしているもの。

①長さ 1.9 メートル以下、 幅 0.6 メートル以下

②原動機の定格出力が 0.6 キロワット以下

③最高速度が２０キロメートル毎時以下

《課税標識を交換する際の持ち物》

・ 現在お持ちの課税標識

・ 身分証明書

・ 定義を満たすことが分かる書類 ・ パンフレットなど

問合せ　税務課☎ 47-6104、 ＦＡＸ 35-6944
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　 令和７年４月１日に半田市と常滑市を設立団体とした地方独立行政法人を設立し、 半田市立半田病院

と常滑市民病院の経営統合を行います。

　 法人名称は 「知多半島総合医療機構」 となる予定であり、 その法人が両病院を運営します。

 　知多半島総合医療機構が地域の皆さんに親しまれ、 愛着を持っていただくことができるシンボルマーク

のデザインを募集します。

 　採用されたシンボルマークは、 ホームページや広報紙、

パンフレット、 SNS 活動など、 さまざまな広報活動に活用

させていただきます。

【募集期間】

６月２８日（水）～９月１５日（金）17:00

【応募先 ・ 問合せ先】

①Ｇｏｏｇｌｅフォーム（Googleアカウントをお持ちの人）

②Ｅメール

　 symbolmark@handa-hosp.jp

③郵送

　 〒475-0817

　 愛知県半田市東洋町２丁目４５番地（半田常滑看護専門学校内）

　 半田市立半田病院 ・ 常滑市民病院　管理課　統合準備室担当

-

市民病院だより Tokoname city hospital

　 ４月１日から病院事業管理者に就任した野
の

中
な か

時
じ

代
だ い

氏に密着しました。

　 病院事業管理者は、 開設者である市長と同等の権限で病院事業を運営します。

 　事業管理者と院長は共に病院における診療および経営面の課題解決にあたりますが、 事業管理者は経営面の

課題解決に、 院長は診療面の課題に特化して解決にあたります。

このページについての問合せ　市民病院管理課　☎３５-3170、 FAX ３４-8526

「承認と感謝」 が満ちる病院事業管理者 ・ 時代さんに密着！

院内ラウンド

　１階から６階まで院内の隅々

を歩いて回り、 スタッフに承認

と感謝の声掛けをします。

　スタッフとのコミュニケーショ

ンのみならず、 新たな課題の発

見にも繋がります。

地方独立行政法人知多半島総合医療機構シンボルマークデザイン募集について

詳細は市民病院ホームページ

を確認してください

（６月３０日（金）公開）

経営企画会議

幹部が集まる意思決定会議

いつもありがとう！

失礼するよー！

病棟の様子はどう？
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【免除 ・ 猶予期間の取扱い】
受給資格

　 老齢基礎年金 ・ 障害者基礎年金 ・ 遺族基礎年金

を受給するための資格要件に算入されます。

年金の受給額

　 納付が猶予された場合、 年金の受給額に反映さ

れません。 一部免除の場合は、 一部納付保険料を

納付していれば受給額へ反映されます。

【手続き】　７月３日（月）～

【受付場所】　保険年金課

問合せ　保険年金課

　　　　　 ☎ 47-6114、 ＦＡＸ 34-5607

　　　　　 半田年金事務所☎ 21-2375

　 経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、 申請により保険料の納付が免除、 または猶予

される制度があります。

国民年金保険料の免除 ・ 猶予制度

【免除 ・ 猶予】
納付免除

　 本人、 配偶者、 世帯主の各人の前年所得が基準

額以下の場合に納付免除が受けられます。 所得によ

り該当する免除額は、 全額、 ４分の３、 半額、 ４分

の１の４段階あります。

納付猶予

　 ５０歳未満の人（学生を除く）で、 本人と配偶者の

前年所得が基準額以下の場合、 納付が猶予されま

す。 大学、 大学院、 短期大学、 高等学校、 専修学

校などに在学の人は、 本人の前年所得が基準以下

の場合、 納付が猶予されます（学生納付特例）。

【保険料の追納】
　 免除 ・ 猶予期間中の保険料は、 １０年以内であれ

ば後から納付（追納）することができます。 納付の申

出が必要です。

※当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗　

　 せされる場合があります。

■電子申請ができるようになりました！

　 対象手続などの詳細は、 マイナポータル

ホームページをご確認ください。

国民健康保険 「高齢受給者証」 の更新

　７０～７４歳の国民健康保険加入者に、 新しい高齢

受給者証（薄橙色）を７月中旬に郵送します。

８月１日以降に医療機関を受診する場合は 「保険

証」 と 「新しい高齢受給者証」 を医療機関に必ず

提示してください。

■有効期限切れの受給者証 ・ 保険証
　 有効期限の切れた 「高齢受給者証（白色）」 は個

人情報が読み取れないよう細かく裁断するなどして

破棄するか、 保険年金課に返却してください。

問合せ　保険年金課

　　　　　 ☎ 47-6114、 ＦＡＸ 34-5607

高齢受給者証とは

　 ７０歳になる誕生月の翌月（誕生日が1日の人は誕

生月）から、 医療費の自己負担割合が所得などに応

じて 「２割」 または 「３割」 に変わります。 高齢受

給者証は、 自己負担割合を証明するものです。

　令和５年度の国民健康保険税、 介護保険料、 後

期高齢者医療保険料は７月中旬までに決定し、 通知

します。

　金額 ・ 支払方法などを確認し、 年金からの天引き

（特別徴収）および口座振替以外の人は、 納付書で

期日までに納めてください。

　納付書払いの人には、 便利で安全な口座振替をお

勧めしています。 金融機関または市役所担当課に相

談してください。

問合せ

▼国民健康保険税　

　 税務課

　 ☎ 47-6104、 FAX35-6944

▼介護保険料

　 高齢介護課

　 ☎ 47-6133、 FAX34-7745

▼後期高齢者医療保険料

　 保険年金課

　 ☎ 47-6114、 FAX34-5607

納税・納入通知書を発送します
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国民健康保険税、 後期高齢者医療保険料の

軽減判定所得を変更します

■国民健康保険税軽減判定所得などの変更

　 （下表参照）
　 税制改正に伴い、 均等割 ・ 平等割の軽減判定所

得が変更され、 軽減対象者を拡大されます。 また、

課税限度額の引き上げも実施されます。

課税限度額の改正内容

　 支援分２０万円→２２万円

問合せ　税務課☎ 47- ６１０４、 ＦＡＸ 35- ６９４４

区　分

（軽減）

軽減判定所得（世帯の総所得金額）

変更前(令和4年度) 変更後(令和5年度)

２ 割
４３万円＋ (５２万円×被保険者数)+ １０万円

×（給与所得者等※の数-１）以下

４３万円 +(５３．５万円×被保険者数)+ １０万円

×（給与所得者等の数-１）以下

５ 割
４３万円＋ (28.5万円×被保険者数)+ １０万円

×（給与所得者等の数-１）以下

４３万円＋ (２９万円×被保険者数)+ １０万円

×（給与所得者等の数-１）以下

７ 割 ４３万円 + １０万円×（給与所得者等の数-１）以下 変更なし

■後期高齢者医療保険料軽減判定所得の変更

　 （下表参照）
　 保険料の均等割額の軽減判定が変更され、 ２割 ・

５割軽減が受けられる対象者が拡大されました。

問合せ　保険年金課☎４７- ６１１４、 ＦＡＸ 34-5607

※ 「給与所得者等」 とは、 一定額 (５５万円) を超える給与収入を有する人、 または一定額 (６５歳未満は６０

　　万円、６５歳以上は１１０万円) を超える公的年金などの支給を受け、 給与所得を有しない人を指します。

児童虐待による死亡事例は、 年間

70 件以上。 ５日間で１人の子どもが

命を落としていることになります。

　あなたの周囲に、 虐待が疑われるよ

うな子どもはいませんか。 児童虐待

のほとんどは、 家庭という密室の中で

起こっており、 時には「しつけ」と称し

て、 暴力が振るわれることも。

児童虐待のサイン

【子どもについて】

不自然な傷や打撲のあとがある　など

【保護者について】

小さい子どもを家においたまま外出　

している　など

　子どもや保護者の様子に「何か変

だ」と思ったら、 児童相談所虐待対応

ダイヤル「189」に電話してください。

問合せ　

　 子育て支援課

　 ☎ 47-6150、 ＦＡＸ 35-7879

児童虐待のない社会を目指しましょう

児童相談所全国共通３桁ダイヤル 「☎１８９（いちはやく）」
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問合せ　観光プラザ☎ 34-8888、　FAX34- ８８８０

(一社）とこなめ観光協会インスタグラム

アカウントでは、 常滑市の魅力を発信し

ています！ @tokonamekanko

りんくうビーチ　～海と夕日と時々飛行機～

セントレアの対岸部に作られた人工海浜。 防波堤に囲

まれた内湾にあるので非常に穏やかな波と白砂で、 人

工海浜としては東海地区最大級 （長さ約６３０メートル）

の大きさです。

目の前の空港から離着陸する飛行機と夕日と海のコラ

ボレーションはここにしかない景色。 黄色い「RINKU」

のモニュメントもフォトスポットとして人気です。 夏は、

ＢＢＱや海水浴を楽しむ人たちでもにぎわいます。

　他にもカフェ 「SEA AND SKY TERRACE」 や、

グランピング 「Link del mar」、サウナ 「Steamers」

など、 さまざまな楽しめる施設があります。

　ここでしか撮影できない映える写真を撮ってみてはい

かがでしょうか。

　撮影した写真は 「# ハッピーカモントコナメ」 「# 今

月の常滑」 をつけて SNS に投稿してくださいね！

観 光 まちづくり
No． １３６

サンセットウォーカーヒル

住所　金山上白田 130

営業時間　11:00 ～ 21:00（木曜定休）
補助金詳細は

こちら

大興寺窯の

マグカップ

　食と器の出逢い事業補助金を活用して常滑焼の器

で飲食ができる店舗を紹介します！第３弾は「サン

セットウォーカーヒル」。 地元食材を提供する農家レ

ストランで、 常滑産ブドウと甕
か め

を使ったワイン醸造も

行っています。 社長の馬場さんは「大興寺窯の作品

が自分のイメージと一番ぴったりあっていた。 常滑

焼のワイングラスも作ってもらっているが、 普通のグ

ラスで飲むのと比べて、 角が取れた味になる。 お客

さんも面白がってくれて、 プレゼントとして買って帰

られる人もいる。」と話します。

馬
ば

場
ば

憲
の り

之
ゆ き

さん（長崎県出身）

大学進学を機に愛知県へ。 会社員時

代に訪れたオレゴンのカルチャーを日

本に持ってきたいという思いから開業。

問合せ　観光戦略課☎ 47-6116、 FAX34-9784

　 知多半島を舞台にしたスタンプラリー 「ちたんぷ」

を開催しています。

　今回が最後の期間となります。 ギフト応募期限以

降はポイントが失効しますので、 残っている人はお

忘れなく！

開催期間　～７月１１日（火）

参加費　無料

参加方法

　スマートフォン専用アプリ 「ちたんぷ」 をダウンロー

ドして、 知多半島内５００カ所のちたんぷスポットを

巡ります。アプリでは施設やお店で使えるお得なクー

ポンが盛りだくさんです。

　また、 スポットでスタンプを集めるとポイントが貯ま

り、 抽選で素敵なプレゼントが当たります。

ギフト応募期限　７月１４日（金）

問合せ　

　知多半島回遊性向上事業実行委員会事務局

　（ランドブレイン株式会社名古屋事務所内）

　☎ 052-971-72253

ちたんぷ２０２３
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　知多南部広域環境センター（ゆめくりん）では、 楽

しみながらエコな暮らしやごみ処理のしくみについて

学べるプログラムを定期的に開催しています。

　８月は夏休みスペシャルとして、 夏休みの楽しい思

い出づくりや自由研究にも対応できる３つのワクワク

プログラムの開催を予定しています！

日時

①８月　４日（金）１０:00 ～１５:00

②８月１０日（木）１０:00 ～１２:00

③８月２５日（金）１０:00 ～１２:00

場所　ゆめくりん（武豊町一号地１１番３７）

プログラム

①お気に入りの着古した T シャツをリメイクしよう！

②砂絵師ジャッカル山
や ま

本
も と

さんとチョークアートに挑戦

　 しよう！

③工場見学クイズラリー　自由研究にピッタリ！　

申込方法　７月３日（月）～電話でお申し込みください。

　　　　　　　（予約制、 先着順）

申込み ・ 問合せ

　 知多南部広域環境センター☎８４‐１７３１

※詳細はホームページを確認してください。

ゆめくりん夏休みスペシャル！夏休みはゆめくりんで、

ワクワクしながらエコな暮らしやごみ処理のしくみについて学ぼう！

T シャツリメイク （鯉江あかねさん作）

チョークアート （ジャッカル山本さん作）

　盆踊りは滑走路に近い第１ターミナルスカイデッキ

で行われ、 飛行機の離着陸を眺めながら踊ることが

できるセントレアならではのイベントです。

　当日は盆踊りとあわせて、 第１ターミナル４階イベ

ントプラザにて、 お子さん向けの縁日イベントも開催

しますので、 心地よい風の吹くスカイデッキやわい

わい賑わう縁日イベントをお楽しみください！

日時　７月１６日（日）１３:00 ～２０:00

　 　 　　縁日イベント  １３:00 ～１９:00

　　　　　盆踊り　　　　　１８:30 ～２０:00（雨天中止）

場所　中部国際空港セントレア　第１ターミナル　

　　　　スカイデッキ／４階イベントプラザ

参加費　無料（縁日イベントは３００円）

問合せ　中部国際空港テレホンセンター　

　　　　　 ☎３８-１１９５（受付時間６:４０～２２:００）

         ４年ぶりに復活！

    第１３回セントレア盆踊り

人とくるまのテクノロジー展 2023 NAGOYA

  （７月５日（水）～７日（金））

　公益社団法人自動車技術会が主催するビジネス

展示会で、 Aichi Sky Expo では今年が初開催

です。 約２５０社の自動車関連企業や研究機関など

が出展するほか、 自動車技術会による企画展示が

行われます。

問合せ　公式ホームページを確認して

　　　　　 ください。

このほかのイベントは Aichi Sky Expo

　のホームページを確認してください。

■今月の主なイベント■

 第２７回 『A
ア イ チ

ichi S
ス カ イ

ky E
エ キ ス ポ

xpo

 （愛知県国際展示場）』 だより
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令和４年度のごみ量集計結果について

　 令和４年度の家庭系ごみ量は 9,805 トン、 １人１

日当たりのごみ排出量は４６０グラムとなり、 目標値

である５００グラム以下を達成しました。

　しかし、 令和３年のもえるごみの中身の調査では、

食品ロスが 10.1%、 プラスチック製容器包装が

7.8%、 その他紙類が 6.9% 含まれていました。 も

えるごみの中には多くの資源物が含まれていますの

で引き続きごみの資源化 ・ 減量化にご協力をお願

いします。

問合せ　生活環境課☎47‐６１１５、ＦＡＸ35‐３９３９

5000

6000

7000

8000

9000

10000

R4R3R2R1H30

計画期間　令和５～８年度

目標値

 　家庭系ごみ

　 　 令和８年度までに１人１日当たり４５０ｇ

 　事業系ごみ

　 　 令和８年度まで年間８，７９１トンを維持する

スローガン

　 断る勇気、 減らす努力、 ごみを出さないエコな

　 生活

主な取組内容

○プラスチック製容器包装の代用品の使用、 紙類は

　 ペーパーレス化を推奨

○食品ロス削減のため冷蔵庫などを定期的にチェッ

　 クする、 あるものを使いきり、 不要なものを買わな

　 い行動を推奨

○小学生を対象としたごみ減量授業の実施

○ルールを守らずごみを出す不適切排出を抑止する

　 ため監視カメラの増設

常滑市ごみ減量化推進計画２０２３を策定しました

400

410
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430

440
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460

470
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490

500
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家庭系ごみ
1 人１日当たりのごみ排出量

事業系ごみ
年間排出量

環境負荷の低減、 熱エネルギーの効率的回収、

財政負荷の低減などを目的とした、 ごみ処理施設の

広域化のため当組合は、知多南部広域環境センター

（ゆめくりん）の管理運営を行っています。

　 令和５年３月３１日現在の財政状況の詳細はホー

ムページをご覧ください。

問合せ　知多南部広域環境組合

　　　　　 ☎ 84-1007、 FAX84-1008

知多南部広域環境組合

令和４年度の財政状況をお知らせします

皆さんの協力により、令和４年度は1,690キログラ

ムのペットボトルのキャップが集まりました。

ＮＰＯ法人を通じて、８４５人分のポリオワクチンが途

上国の子どもたちに届けられます。

　今後も皆さんの協力をお願いします。

キャップ回収箱設置場所

　 生活環境課、青海・南陵公民館

問合せ　生活環境課☎47‐６１１５、ＦＡＸ35‐３９３９

ペットボトルのキャップで

途上国の子どもにワクチンを！

常滑市地球温暖化対策実行計画

（区域政策編）　を策定しました

計画期間

　 令和５～１２年度

目標値

　とこなめゼロカーボンシティの実現に向けて、

CO2 排出量を令和１２年度までに平成２５年度比で

５０％削減し、 令和３２年度までに実質ゼロとします。

問合せ　生活環境課☎47‐６１１５、ＦＡＸ35‐３９３９

新たな目標値

新たな目標値
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■相談受付時間について

契約トラブルや悪質商法の被害を防止するため、

消費生活センターを市役所内に設置し、 専門の相談

員が市民の皆さんの相談を受けつけています。

　相談内容は年々多様化 ・ 複雑化しており、 対応に

時間を要することもあります。

　相談時間を確保するため、 ７月３日（月）から相談

の最終受付を来所・電話ともに１５:30 までとします。

　なお、相談時間は 16:00 までと変更はありません。

市消費生活センター☎４７- ６１３９

相談日時　月、 水～金曜日

　　　　　　　10:00 ～ 12:00、 13:00 ～ 16:00

　　　　　　　※最終受付時間　15:30

■消費生活だより 「食物アレルギー表示」

　食物アレルギーとは、 食物を摂取した際、 身体が

食物に含まれるたんぱく質など（アレルゲン）を異物

として認識し、 自分の体を過剰に防御することで不

利益な症状を起こすことです。

　主な症状は 「かゆみ・じんましん」 「唇の腫れ」 「ま

ぶたの腫れ」「嘔吐」「咳・ぜん息」、重篤な場合は「意

識がなくなる」 「血圧が低下してショック状態になる」

場合もあり、 最悪の場合、 死に至ることもあります。

　表示が義務づけられている特定原材料に３月から

くるみが加わり、 ８品目（えび、かに、くるみ、小麦、そ

ば、卵、乳、落花生）となりました。

　また特定原材料に準ずるものとして２０品目の表示

が勧められています。

　しかし、 量り売りの惣菜や店内調理の弁当、 飲食

店で提供される食品などには表示義務がありませ

ん。 食品表示を確認して安全な食生活を

送りたいものです。

問合せ　市消費生活センター☎４７- ６１３９

愛知県では、 がんのピアサポーターによる、 がん

患者さんとそのご家族を対象とした電話相談を行っ

ています。

ほっとライン☎ 052-684-8686

日時　毎週火 ・ 木曜日と土曜日（月２回）

　　　　10:00 ～ 12:00（受付11:30まで）

　　　　13:00 ～ 16:00（受付15:30まで）

※予約をお勧めします。

※日程の確認、 予約は問い合わせください。

問合せ　ＮＰＯ法人ミーネット

　　　　　 ☎ 052-252-7277

           （火～土　9:30 ～ 17:00）

○こんな時にご利用ください○

「がんの不安や悩みを聞いてほしい」

「地域の医療機関の情報を得たい」

「がんの患者会に出たい」

「同じがんの体験者と話したい」 など

がんサポートほっとライン

「本人ミーティング」とは認知症の本人が集い、 本人

同士が主になって、 自らの体験や気持ち、 必要とする

地域のあり方や支援のあり方など、 一人ではうまく表

せないでいる内面や本音を語り合い、 お互いが “楽

に” “元気に” なれる場所を目指して開催します。

 　認知症の診断の有無は問いません。 年齢制限もあ

りませんのでお気軽にご参加ください。

日　 時　７月２５日（火）１０:00 ～１２:00
場 　所　とこなめ市民交流センター

参加費　無料

問合せ　北部高齢者相談支援センター

　　　　　 ☎ 43-0662

　　　　　 FAX43-0839

認知症本人ミーティング

市消費生活センターからのお知らせ




